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令和５年第４回千葉市議会定例会会議録（第10号） 

 

令 和 ５ 年 12 月 18 日（月）午 後 １ 時 開 議 

────────────────────────── 

○議事日程 

諸般の報告 

日程第１ 会議録署名人選任の件 

日程第２ 議案第131号 専決処分について（令和５年度千葉市一般会計補正予算（第５号 

））（令和５年10月20日） 

議案第132号 専決処分について（令和５年度千葉市農業集落排水事業特別会計 

補正予算（第１号））（令和５年10月20日） 

議案第133号 令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号） 

議案第134号 令和５年度千葉市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第135号 令和５年度千葉市学校給食事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第136号 令和５年度千葉市病院事業会計補正予算（第２号） 

議案第137号 令和５年度千葉市下水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第138号 千葉市公文書等管理条例の制定について 

議案第139号 千葉市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

議案第140号 千葉市公衆浴場法施行条例の一部改正について 

議案第141号 千葉市消防関係手数料条例の一部改正について 

議案第142号 千葉アイススケート場設置管理条例の一部改正について 

議案第143号 子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正について 

議案第144号 千葉市立中等教育学校設置条例の一部改正について 

議案第145号 千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する条例の一部改正につ 

いて 

議案第146号 当せん金付証票の発売額について 

議案第147号 和解について 

議案第148号 指定管理者の指定について（千葉市幕張西スポーツ広場） 

議案第149号 指定管理者の指定について（千葉ポートアリーナ） 

議案第150号 指定管理者の指定について（千葉アイススケート場） 

議案第151号 指定管理者の指定について（千葉市長沼原勤労市民プラザほか１ 

施設） 

議案第152号 指定管理者の指定について（千葉市ふるさと農園） 

議案第153号 議決事件の一部変更について（千葉市新庁舎整備工事に係る工事 

請負契約） 

議案第154号 令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号） 

議案第155号 令和５年度千葉市下水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第156号 千葉市証明等手数料条例の一部改正について 
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発議第 ９号 千葉市公共交通利用促進条例の制定について 

請願第 ８号 国民健康保険料の引き下げを求める請願 

日程第３ 議案第157号 千葉市人事委員会委員の選任について 

議案第158号 人権擁護委員の推薦について 

日程第４ 発議第 10号 千葉市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条 

例の一部改正について 

日程第５ 発議第 11号 下水サーベイランス事業の実施を求める意見書について 

発議第 12号 生物多様性の保全・ネイチャーポジティブの実現に向けた対策の 

強化を求める意見書について 

────────────────────────── 

○出席議員 

１  番   石  川  美  香  君     ２  番   吉  川  英  二  君  

３  番   茂  呂  一  弘  君     ４  番   岳  田  雄  亮  君  

５  番   須  藤  博  文  君     ６  番   岡  崎  純  子  君  

７  番   黒  澤  和  泉  君     ８  番   野  島  友  介  君  

９  番   山  崎  真  彦  君     10 番   大  平  真  弘  君  

11 番   渡  邊  惟  大  君     12 番   桜  井  秀  夫  君  

13 番   青  山  雅  紀  君     14 番   伊  藤  隆  広  君  

16 番   石  川    弘  君     17 番   小  坂  さ と み  君  

18 番   三  井  美 和 香  君     19 番   渡  辺    忍  君  

20 番   安  喰  初  美  君     21 番   椛  澤  洋  平  君  

22 番   守  屋    聡  君     23 番   蛭  田  浩  文  君  

24 番   伊  藤  康  平  君     25 番   阿  部    智  君  

26 番   松  坂  吉  則  君     27 番   植  草    毅  君  

28 番   岩  井  雅  夫  君     29 番   亀  井  琢  磨  君  

30 番   田  畑  直  子  君     31 番   川  合  隆  史  君  

32 番   麻  生  紀  雄  君     33 番   段  木  和  彦  君  

34 番   佐 々木  友  樹  君     35 番   盛  田  眞  弓  君  

36 番   櫻  井    崇  君     37 番   森  山  和  博  君  

38 番   酒  井  伸  二  君     39 番   小 松﨑  文  嘉  君  

40 番   向  後  保  雄  君     41 番   宇 留間  又 衛 門  君  

42 番   中  島  賢  治  君     43 番   三  須  和  夫  君  

44 番   石  井  茂  隆  君     45 番   米  持  克  彦  君  

46 番   石  橋    毅  君     47 番   白  鳥    誠  君  

48 番   三  瓶  輝  枝  君     49 番   中  村  公  江  君  

50 番   野  本  信  正  君  

────────────────────────── 

○欠席議員 

15 番   前  田  健 一 郎  君  

────────────────────────── 
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○説明員 

市 長  神 谷 俊 一 君    副 市 長  大 木 正 人 君 

副 市 長  青 柳   太 君    病院事業管理者  山 本 恭 平 君 

総 務 局 長  大 野 和 広 君    総合政策局長  峯 村 政 道 君 

財 政 局 長  山 元 隆 司 君    市 民 局 長  那 須 一 恵 君 

保健福祉局長  今 泉 雅 子 君    こども未来局長  宍 倉 和 美 君 

環 境 局 長  宮 本 寿 正 君    経済農政局長  橋 本 直 明 君 

都 市 局 長  藤 代 真 史 君    建 設 局 長  水 間 明 宏 君 

消 防 局 長  白 井 一 広 君    水 道 局 長   橋 本 欣 哉 君 

会 計 管 理 者  柗 戸 利 一 君    病 院 局 次 長  佐 藤 ひとみ 君 

市 長 公 室 長  西   公 厚 君    総 務 部 長  中 尾 嘉 之 君 

教 育 長  鶴 岡 克 彦 君    教 育 次 長  秋 幡 浩 明 君 

選挙管理委員会  清 水 公 嘉 君    人 事 委 員 会  桑 本 茂 樹 君 
事 務 局 長 事 務 局 長 

農 業 委 員 会  渡 部 義 憲 君    代表監査委員  宍 倉 輝 雄 君 
事 務 局 長 

○議会事務局 

事 務 局 長  久 我 千 晶 君    次 長  寺 﨑 勝 宣 君 

議 事 課 長  安 西 雅 樹 君    議事課長補佐  木 下 哲 央 君 

────────────────────────── 

○本日の会議に付した事件 

諸般の報告 

日程第１ 会議録署名人選任の件 

日程第２ 議案自第131号至第156号、発議第９号、請願第８号各委員長報告、討論、採決 

日程第３ 議案第157号、第158号審議 

日程第４ 発議第10号審議 

日程第５ 発議第11号、第12号審議 

────────────────────────── 

午 後 １ 時 ０ 分 開 議 

○議長（石川 弘君） これより会議を開きます。 

 出席議員は49名、会議は成立いたしております。 

────────────────────────── 

 諸般の報告 

○議長（石川 弘君） 諸般の報告については、お手元に配付のとおりでございます。 

────────────────────────── 

諸 般 の 報 告 

１ 次のとおり陳情の撤回について、所管の委員会で了承された。 

（１）陳情第３号 ワンルームマンション建築指導要綱の条例化に関する陳情 

────────────────────────── 

 日程第１ 会議録署名人選任の件 

○議長（石川 弘君） 日程第１、会議録署名人選任の件を議題といたします。 
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 私より指名いたします。７番・黒澤和泉議員、８番・野島友介議員の両議員にお願いいたし

ます。 

────────────────────────── 

 日程第２ 議案自第131号至第156号、発議第９号、請願第８号各委員長報告、討論、採決 

○議長（石川 弘君） 日程第２、議案第131号から第156号まで、発議第９号及び請願第８号

を議題といたします。 

────────────────────────── 

 

 

委員会審査報告書を添付 

 

 

────────────────────────── 

○議長（石川 弘君） 各委員長の報告をお願いいたします。総務副委員長、18番・三井美和

香議員。 

〔18番・三井美和香君 登壇、拍手〕 

○18番（三井美和香君） 総務委員長報告を申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案８件につきましては、お手元に配付されております委員会審

査報告書のとおり結論が得られておりますので、以下、主な意見を中心に審査の概要について

御報告申し上げます。 

 初めに、議案第131号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第５号）に係る専決処分中所

管及び議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管の２議案につきま

しては、関連がありますので、一括して審査を行いました。 

 質疑応答の後、委員より、物価高騰などによって疲弊している市民や事業者への支援につい

ては、今後とも市民や議会からの要望を真摯に受けとめ、国や県の動向を見きわめながら、必

要な予算措置を迅速に講じられたいとの意見が述べられ、逐一採決した結果、議案第131号は

全会一致をもって承認すべきものと決し、また、議案第133号につきましては、全会一致をも

って原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第138号・千葉市公文書等管理条例の制定につきましては、委員より、条例制定

後は、市民への周知や職員の意識向上を図り、条例の理念や目的に沿った公文書管理が実現さ

れることを期待するとの意見。また、条例に基づき公文書を電子データとして保存する際には、

情報の流出やデータの消失といった事態が起こらないよう、データの保存先を慎重に検討する

よう求めるとの意見。さらに、他の自治体においては、公文書館が公文書の管理や利用に重要

な役割を果たしていることから、本市においても、跡施設を活用するなど経費ができるだけか

からない手法により、公文書館の設置を検討すべきであるとの意見が述べられ、採決の結果、

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第139号・千葉市職員の給与に関する条例等の一部改正につきましては、議案に

反対の立場の委員より、一般職及び会計年度任用職員の手当等の引き上げは歓迎すべきもので

あるが、特別職の期末手当の引き上げについては、物価高騰などによって厳しい生活を余儀な

くされている市民の理解を得られないと考えることから、今回は見送るべきであるとの意見が
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述べられたのであります。 

 一方、賛成の立場の委員からは、平素から市民サービスの提供等に尽力していただいている

職員の頑張りに報いていくためにも、今回の改定は適切であるとの意見。また、今後も人事委

員会の勧告を踏まえた適切な対応を求めるとの意見のほか、引き続き、会計年度任用職員が働

き続けられる環境整備を求めるとの意見が述べられ、採決の結果、賛成多数をもって原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第146号・当せん金付証票の発売額につきましては、委員より、市内での宝くじ

の販売額の増加は、本市の収入増につながることから、売り上げの促進に努められたいとの意

見が述べられ、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第153号・千葉市新庁舎整備工事に係る工事請負契約に関する議決事件の一部変

更につきましては、委員より、今後も工程管理やコスト管理を適切に行い、契約金額が過剰に

増大することのないよう留意されたいとの意見が述べられ、採決の結果、全会一致をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、議案第147号・和解につきましては、当局の説明を基本的に了承し、採決の結果、全

会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 最後に、追加議案であります議案第154号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号）

中所管につきましては、委員より、国の経済対策の決定を受け、本補正予算を迅速に編成した

ことを評価するとの意見。また、今後とも交付金の趣旨に沿った事業を実施するとともに、幅

広い市民、事業者を支援するため、財政調整基金の活用も検討すべきであるとの意見が述べら

れ、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 保健消防委員長、17番・小坂さとみ議員。 

〔17番・小坂さとみ君 登壇、拍手〕 

○17番（小坂さとみ君） 保健消防委員長報告を申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案５件、請願１件につきましては、配付されております委員会

審査報告書のとおり結論が得られておりますので、以下、主な意見を中心に審査の概要につい

て御報告申し上げます。 

 初めに、議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管につきまして

は、委員より、指定難病医療費助成事業については、電子申請を検討し、患者及び医療機関の

負担を軽減されたいとの意見。また、受給者数及び医療費の増加は、他の公費負担医療制度に

も見受けられることから、課題を整理し対策を検討されたいとの意見が述べられ、採決の結果、

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第136号・令和５年度千葉市病院事業会計補正予算（第２号）につきましては、

委員より、新病院の整備に関し、社会経済情勢の変化等の影響による大幅な増額補正は２回目

になることから、その理由などを市民に十分説明されたいとの意見。また、物価高騰により厳

しい状況にあるが、引き続き施工予定者と十分な協議を行い、工事費の縮減に努められたいと

の意見。さらに、令和８年秋頃の開院に向け、工事を安全かつ確実に進められるとともに、医

療従事者の確保等に尽力されたいとの意見。続いて、両市立病院の材料費に関し、薬品及び診

療材料は、治療が安定的に行えるよう備えておくことは重要ではあるが、高額な薬品は経営に

影響が生じないよう、計画的な購入が可能か検討されたいとの意見が述べられ、採決の結果、
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全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第140号・千葉市公衆浴場法施行条例の一部改正につきましては、委員より、サ

ウナを単独または中心とした営業を希望する事業者からのニーズに基づき、許可基準の緩和を

図ることは必要と考えるが、事故や火災が懸念されるため、関係部局と連携し事業者に適切に

指導するなど、市民が安全に利用できる環境整備に努められたいとの意見が述べられ、採決の

結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、請願第８号・国民健康保険料の引き下げを求める請願につきましては、紹介議員であ

る委員より、保険料の軽減制度はあるものの、多くの市民が所得減少により保険料が払えない

という現状が続いていることから、一般会計から繰り入れを行い、保険料の引き下げを求める

という本請願に賛成願いたいとの意見が述べられたのであります。 

 一方、他の委員より、国民健康保険事業の運営は、保険料及び法定の公費で賄うべきこと、

また、今年度は未就学児の均等割の５割軽減、来年１月に開始する産前産後期間の保険料免除

のほか、本市独自の減免制度など、低所得者に対する保険料の軽減制度を実施していること、

さらには、今後の保険料の改正に当たって急激な上昇が見込まれる場合、基金の活用を検討し

保険料上昇の抑制に努めていくこととしていることから、本請願には賛同しかねるとの意見が

述べられ、採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。 

 なお、議案第141号・千葉市消防関係手数料条例の一部改正につきましては、当局の説明を

基本的に了承し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 最後に、追加議案であります議案第154号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号）

中所管につきましては、委員より、価格高騰重点支援給付金の追加給付に関し、低所得世帯へ

１世帯当たり７万円の現金給付については、支給漏れのないよう丁寧な対応を行うとともに、

迅速な支給に努められたいとの意見。 

 続いて、高齢・障害事業所等に対する物価高騰対策支援事業に関し、光熱費等の負担増によ

る支援金の給付については、引き続き電子申請も含めた申請手続の簡素化に努め、事業者の負

担軽減を図られたいとの意見が述べられ、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 環境経済委員長、14番・伊藤隆広議員。 

〔14番・伊藤隆広君 登壇、拍手〕 

○14番（伊藤隆広君） 環境経済委員長報告を申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案10件につきましては、配付されております委員会審査報告書

のとおり結論が得られておりますので、以下、主な意見を中心に審査の概要について御報告を

申し上げます。 

 初めに、議案第131号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第５号）に係る専決処分中所

管につきましては、委員より、台風により被災した農業施設等の復旧事業の円滑な完了を求め

るとともに、営農への影響も考慮し、的確な支援に努められたいとの意見。また、本市が管理

する農業施設について、台風等の災害にも耐えられるよう整備されたいとの意見が述べられ、

採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと決しました。 

 次に、議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管につきましては、

委員より、千葉市芸術祭開催負担金に関し、学生等の人材育成や次世代アーティストの育成、
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企業等の参画など、様々な企画があり、それぞれ効果的な事業となるよう取り組まれたいとの

意見。また、子供から高齢者まで多くの市民に本市の芸術を知ってもらえるよう周知徹底する

とともに、一過性で終わらせず、継続した取組を求めるとの意見。 

 続いて、中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金に関し、当初の見込みを上回る申請が

あり、通常より審査に時間を要していることから、早期の支給につなげられるよう努められた

いとの意見。また、エネルギー価格の高騰の影響は、中小企業事業者のみならず、市民生活に

も及んでいることから、今後も、国や千葉県の動向を注視しながら、両者に対する支援メニュ

ーを検討されたいとの意見。 

 続いて、千葉市民花火大会開催負担金に関し、早期の準備開始による万全な体制整備に努め

るとともに、アフターコロナにおける市内観光の回復に資するよう、グリーンツーリズムなど

の本市のほかの観光資源との連携にも意を用いられたいとの意見。また、観覧の際のバリアフ

リー環境については、前回大会の課題等を踏まえ、さらなる向上を求めるとの意見。そのほか、

開催場所について、市民花火大会であることから、美浜区以外での開催も検討されたいとの意

見が述べられ、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 次に、議案第142号・千葉アイススケート場設置管理条例の一部改正につきましては、委員

より、本議案に反対の立場から、温浴施設の２年後の廃止について、現時点での条例改正は拙

速であり、地元の意見等を聴取し、それを踏まえた検討が必要ではないかとの意見が述べられ

たのであります。 

 一方、本議案に賛成の立場から、清掃工場のリニューアルに伴う費用の増加や近隣の類似施

設によるニーズの充足に伴う温浴施設の廃止は一定の理解をするところであり、地域住民をは

じめとした市民への丁寧な周知に努められたいとの意見。また、清掃工場から供給されるエネ

ルギーについては、今後、新たな活用を検討されたいとの意見が述べられ、採決の結果、賛成

多数をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 次に、議案第148号・千葉市幕張西スポーツ広場に係る指定管理者の指定につきましては、

委員より、より身近なスポーツ施設となることを期待するとともに、安定性や公平性が保たれ

た運営となるよう指導に努められたいとの意見。また、選定評価委員会の意見等を踏まえ、多

目的に誰でも利用できる施設となるよう努められたいとの意見が述べられ、採決の結果、全会

一致をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 次に、議案第149号・千葉ポートアリーナに係る指定管理者の指定につきましては、委員よ

り、プロスポーツの利用が増加する中、アフターコロナにおける市民利用の増加も見込まれる

ため、市民スポーツの推進体制の強化と施設の効果的な利活用を求めるとの意見が述べられ、

採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 次に、議案第150号・千葉アイススケート場に係る指定管理者の指定につきましては、委員

より、自主事業の充実を評価するとともに、２年後の温浴施設の廃止による影響が懸念される

中、安定的に事業が展開できるための支援策にも意を用いられたいとの意見が述べられ、採決

の結果、全会一致をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 次に、議案第151号・千葉市長沼原勤労市民プラザほか１施設に係る指定管理者の指定につ

きましては、委員より、今後も市民が様々なレクリエーションに親しむ機会の創出に努めると

ともに、自主企画事業のさらなる充実を求めるとの意見。また、長沼原と幕張のそれぞれの地

域の特徴を踏まえた稼働率の向上に努められたいとの意見が述べられ、採決の結果、全会一致
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をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 次に、議案第152号・千葉市ふるさと農園に係る指定管理者の指定につきましては、委員よ

り、農業の分野における市民の育成は肝要であり、本施設の貢献を期待しているとの意見。ま

た、新しい指定管理者は、全国的に市民農園等を管理運営している実績があることから、その

ノウハウを生かし、多角的な視点から管理運営が行われることに期待するとの意見。さらに、

本施設での取組を花見川区だけでなく全市的に展開できるような活動を求めるとの意見が述べ

られ、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 次に、追加議案であります議案第154号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号）中

所管につきましては、委員より、商店街街路灯・防犯街灯補助事業に関し、申請手続の可能な

限りの簡素化に努められたいとの意見。また、商店街に対する補助のさらなる拡充を要望する

とともに、補助対象要件の弾力的な運用を検討されたいとの意見。 

 続いて、中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金に関し、前回と同様の制度内容である

ことから、事務委託費については十分に精査し、コストダウンに努められたいとの意見。また、

継続的な支援を評価するとともに、申請数が予算を超過した場合は、補正予算を組むなど適切

に対応されたいとの意見。 

 続いて、観光バス事業者燃料費高騰対策支援金に関し、アフターコロナにおける観光需要の

動向を的確に捉え、今後も支援に努められたいとの意見。また、冬季においては観光需要の減

少が見受けられることから、本支援金による市内観光の活性化を期待するとの意見が述べられ、

採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 最後に、議案第156号・千葉市証明等手数料条例の一部改正につきましては、委員より、本

議案に反対の立場から、条例改正の根拠となる戸籍法の一部を改正する法律は、マイナンバー

制度への参加を前提としており、利便性は向上するものの、マイナンバーの利用範囲の拡大に

つながることから、賛同しかねるとの意見が述べられたのであります。 

 一方、本議案に賛成の立場から、市民の利便性の向上に資するものであり、賛成するととも

に、市民への十分な周知に努められたいとの意見。また、相続等の手続の利便性向上は、今後

の空き家対策にも生かされるものであり、賛意を示すとの意見が述べられ、採決の結果、賛成

多数をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 教育未来委員長、19番・渡辺忍議員。 

〔19番・渡辺 忍君 登壇、拍手〕 

○19番（渡辺 忍君） 教育未来委員長報告を申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案５件につきましては、配付されております委員会審査報告書

のとおり結論が得られておりますので、以下、主な意見を中心に審査の概要について御報告申

し上げます。 

 初めに、議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管、及び議案第

135号・令和５年度千葉市学校給食事業特別会計補正予算（第１号）の２議案につきましては、

関連がありますので一括して審査を行いました。 

 当局の説明を聴取した後、委員より、保育施設における給食費等補助に関し、物価高騰が継

続しており、これまでどおりの栄養バランスや量を保った給食を提供できるよう迅速に対応さ

れたいとの意見。 
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 続いて、民間保育園等運営費に関し、入所児童数が増加する中、受け皿となる施設の確保に

努めるとともに、保育士のさらなる処遇改善を進められたいとの意見。 

 続いて、学校施設の各種改修等に関し、校庭整備について、児童生徒が安全に活動すること

ができるような環境づくりを工夫されたいとの意見。また、エレベーター設置については、車

椅子等を利用している児童生徒がスムーズに教室を移動できるよう、一層の整備を進められた

いとの意見。 

 続いて、第二養護学校スクールバス整備に関し、児童の置き去り防止策など、安全管理につ

いて十分に取り組まれたいとの意見。続いて、学校給食費の負担軽減に関し、今後も物価高騰

などの状況を見ながら適切に対応されたいとの意見が述べられ、逐一採決の結果、議案第133

号及び議案第135号のいずれも、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第143号・子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正につきましては、委員

より、助成対象が拡充される高校生世代に対しても、ＳＮＳ等を活用した積極的な周知に取り

組まれたいとの意見。また、これまで段階的に制度拡充してきたことを評価するとの意見が述

べられ、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第144号・千葉市立中等教育学校設置条例の一部改正につきましては、委員より、

生徒の安全を確保し、各種行事等に支障が出ないよう工事を進められたいとの意見。また、本

議案に関連して、工事のための移転先として一時的に利用する旧高洲第二中学校用地の活用方

法については、他都市の事例を参考にしつつ、地域の意見を取り入れながら、多様な世代、業

種の方などが集える場所として活用できるよう検討されたいとの意見が述べられ、採決の結果、

全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 最後に、追加議案であります議案第154号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号）

中所管につきましては、委員より、保育施設等における光熱費助成に関し、事業者の申請手続

等の簡素化を図り、迅速な支給に努められたいとの意見。また、補助単価の設定に当たっては、

冬季の暖房使用に伴う光熱費の増加分も加味するよう検討されたいとの意見が述べられ、採決

の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 都市建設委員長、26番・松坂吉則議員。 

〔26番・松坂吉則君 登壇、拍手〕 

○26番（松坂吉則君） 都市建設委員長報告を申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案７件、発議１件につきましては、配付されております委員会

審査報告書のとおり結論が得られておりますので、以下、主な意見を中心に審査の概要につい

て御報告申し上げます。 

 初めに、議案第132号・令和５年度千葉市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）に

係る専決処分につきましては、委員より、大和田処理場は、冠水被害が多い地域であるため、

豪雨被害を想定した対応を引き続き行われたいとの意見が述べられ、採決の結果、全会一致を

もって承認すべきものと決しました。 

 続いて、議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）中所管につきまして

は、海浜幕張駅改札新設等に伴うバス停留所等整備工事に関し、停留所の整備に当たり、屋根

及びベンチの設置を検討されたいとの意見。また、千葉公園再整備道路冠水対策に関し、工事

の期間、工法、入札内容について、局横断的に検討し、よりよい方法にて進められたいとの意
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見。さらに、昨今の激甚化する豪雨災害を鑑み、従来の想定以上の雨水対策を講じられるよう

検討されたいとの意見。続いて、ナラ枯れ被害木対策事業に関し、近隣自治会や住民への周知、

説明を十分に行い丁寧に進められたいとの意見が述べられ、採決の結果、全会一致をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第137号・令和５年度千葉市下水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、

近年の雨水対策の推進により、被害の軽減が見られるものの、想定を超える雨量による被害が

発生していることから、引き続き入念な対策に取り組まれたいとの意見が述べられ、採決の結

果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第145号・千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する条例の一部改正につきま

しては、空き家等の課題解決に当たっては、指導勧告に基づく除却はもとより、市民の理解と

協力を得るための空き家の有効活用や十分な周知啓発にも努められたいとの意見が述べられ、

採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 最後に、発議第９号・千葉市公共交通利用促進条例の制定につきましては、提出者である委

員より提案理由が述べられ、質疑応答の後、ほかの委員より、本発議の趣旨は理解できるもの

の、現在、本市では、地域公共交通政策を踏まえた様々な施策の創設、拡充が図られており、

条例の制定に関しては、それらの施策の動向を注視する必要があるため賛同しがたいとの意見。

また、交通業界での働き方改革が進む中、新たな問題解決の手段を模索する必要があり、市民、

事業者等、関係者との協議を入念に行った上で検討すべきであるため、賛成しかねるとの意見

が述べられ、採決の結果、賛成少数をもって否決すべきものと決しました。 

 なお、議案第134号・令和５年度千葉市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて、追加議案であります議案第154号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号）中所

管について、議案第155号・令和５年度千葉市下水道事業会計補正予算（第３号）についての

計３議案につきましては、当局の説明を基本的に了承し、採決の結果、全会一致をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、委員長報告を終わります。（拍手） 

○議長（石川 弘君） お聞きのとおりでございます。 

 討論の通告が参っておりますので、お願いいたします。７番・黒澤和泉議員。 

〔７番・黒澤和泉君 登壇、拍手〕 

○７番（黒澤和泉君） 市民ネットワークの黒澤和泉です。市長提出議案に賛成の立場から討

論を行います。 

 初めに、議案第133号のうち、学校施設の環境整備についてです。 

 令和６年度実施予定の千葉高等学校冷暖房設備整備に４億4,300万円の債務負担行為を設定

するものです。所管からの説明においては、工事の内訳についての説明はなく、また、リース

契約とした場合の価格について質問したところ、費用比較は行っていないという回答でした。 

 以前行われました直接施工による小中学校普通教室冷暖房設備設置費用の１校当たりの平均

額は約4,500万円です。また、リースを選択した場合の費用としては、平成31年に入札が行わ

れた千葉市立都賀小学校外29校冷暖房設備賃貸借契約がありますが、この契約では１校当たり

の平均年間賃貸借料は275万円であり、13年間のリースの積算額は3,575万円です。 

 以前のエアコン設置事業においては、地元の雇用や地域経済活性化を考慮し、リースではな

く直接施工による受注を優先したことは、一定の理解ができますが、今回、１校当たり４億
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4,300万円という、以前の約10倍という高額な算定価格となっています。 

 本来ならば、工事の内訳やリース契約の相見積もりなどの資料を用いた評価を行い、価格の

妥当性を審議するべきではないでしょうか。また、今回は以前の小中学校整備のような国庫負

担金による助成は一切なく、全額市債の債務負担行為であることから、費用の算定はさらに慎

重に行う必要があります。 

 所管からは、今回は詳細な設計が完了しておらず、概算の費用となっており、債務負担行為

の限度額という上限額を設定するものであり、実際の執行に当たっては、実施設計の結果に基

づき予定価格を適正に算定するとの回答をいただきましたので、貴重な税金を適正に利用し必

要な事業に適正に配分が行われるよう、実施設計が終了した時点で、予定価格の妥当性につい

てもう一度議会にて審議する場を設定していただけるよう要望いたします。 

 次に、議案第138号・千葉市公文書等管理条例の制定についてです。 

 平成23年に施行された公文書管理法は、地方自治体の公文書の管理については規定の対象外

となっています。本条例を制定することで、民主主義の根幹を支える市民共有の知的財産であ

る公文書をより適切に管理、保存、利用ができるようになると考えることから、取組に賛意を

あらわします。 

 本市では、令和４年度から５名の有識者で構成される公文書管理条例検討委員会が設置され、

専門的知見に基づく検討が行われてきました。また、本年８月には条例案の骨子に係るパブリ

ックコメントが１か月実施され、合計57件の意見が提出されました。意見の内訳も、条例の目

的から定義、電子化の推進、公文書館の設置、専門職員の配置など多岐にわたり、条例案への

反映を検討する意見数が５件、ガイドライン等への反映を検討する意見数が８件となり、最近

のパブリックコメントの中では、特に市民意見が取り入れられた事例であったと評価します。 

 ３点、公文書管理条例制定、千葉市の公文書管理体制の強化に関して、意見並びに要望を述

べさせていただきます。 

 まず、指定管理者、出資等法人がその業務上作成した文書についてです。 

 施設の利用の許可判断といった処分性のある行為を行っていること、指定管理者の変更の可

能性があることを考えると、行政がその文書の管理に強く関わることが重要かと考えます。こ

の趣旨のパブリックコメントの意見に対して、市が示した見解、市とは別の人格を有する組織

である指定管理者や出資等法人に対し、市の条例を直接適用することは慎重に検討すべきとい

う考え方は理解できるところではありますが、やはり、公文書に準ずるものとして扱っていた

だきたいと思います。 

 また、指定管理者が指定管理から外された場合を想定し、特定重要公文書等に該当する文書

が市に引き渡されるよう適切な仕組みの構築を検討するとの回答からは、現在、そういった仕

組みがないことも分かりました。早急に指定管理者が作成、保有する文書に対しての市の責任

ある体制の構築を求めます。 

 次に、専門職員の配置についてです。 

 条例骨子案ではアーキビストなどの専門職の明記がありません。第２回千葉市公文書管理条

例検討委員会の議事録によると、一、二年は職員で対応し、業務内容が見えてきたら専門職の

検討といった流れのようですが、業務の特殊性、ほかの職員への研修や技術伝達の意義からも、

専門職の配置は急務です。 

 現在、千葉市で勤務している認証アーキビストは１名とのこと。もう少し多くの専門職の採
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用を行い、利用しやすい、体系立った公文書管理体制の強化を求めます。 

 最後に、条例制定後の具体的な運用についてです。 

 制定後は、公文書等管理審査会を設置し、特定重要公文書等に該当するか否か、そのほか、

公文書等の管理に必要な事項を調査審議して決めていくことになります。今後も、条例の趣旨

を踏まえ、適切に、また市民に分かりやすい形で公文書の管理ができるよう、先進自治体に学

びながら、本市全体で研修や研鑽を重ねていくことを求めます。 

 以上で、私の討論を終わります。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） ８番・野島友介議員。 

〔８番・野島友介君 登壇、拍手〕 

○８番（野島友介君） 日本共産党千葉市議会議員団の野島友介です。会派を代表しまして、

議案第138号、第143号、第145号、第154号については意見を述べ、議案第139号・千葉市職員

の給与に関する条例の一部改正について、議案第142号・千葉市アイススケート場設置管理条

例の一部改正について及び議案第156号・千葉市証明書等手数料条例の一部改正についての３

議案に反対し、発議第９号・千葉市公共交通利用促進条例の制定についてが否決され、請願第

８号・国民健康保険料の引き下げを求める請願が不採択になったことについて討論を行います。 

 初めに、物価高騰対策について意見を述べます。 

 議案第133号では、中小企業支援金の追加、学校や保育所等の給食費の補助がされました。

議案第154号・千葉市一般会計補正予算（第７号）については、中小企業支援金は新たに追加

し、小中学校、保育所などの光熱費などの負担増に対する支援等、前進があります。 

 価格高騰重点支援給付金は、住民税非課税世帯に７万円の給付金を支給するものですが、前

回３万円の住民税非課税世帯における支給対象世帯数は、約10万7,000世帯であり、今回の追

加給付については、約10万9,000世帯を見込んでおり、約2,000世帯の増加が見込まれています。 

 漏れなく対象者への支給を求めるとともに、名古屋市が生活保護世帯に対して年内支給、県

内でも八街市、四街道市、佐倉市の３市が年内支給を予定しています。一日も早い支給事務に

努めていただくよう、強く要望しておきます。 

 また、給付金の対象から外れてしまう年収200万円以下の非正規労働者などへの支援も必要

です。市民生活の厳しい実態に鑑み、国の地方創生臨時交付金だけでなく、財政調整基金の活

用も視野に入れて対策を実施するよう求めます。 

 議案第138号・千葉市公文書等管理条例の制定についてです。 

 市が保有している公文書は、市民共有の知的資源として適正に管理する必要があることから、

公文書管理に関する基本的事項を定めるため、条例を制定するものです。 

 我が党の福永洋前議員が令和２年第４回定例会の一般質問で、公文書条例の制定と公文書館

の設置を求めていましたが、３年が経過してようやく条例制定が提案されたことになります。 

 公文書管理制度は、行政に対する市民の理解と協力を得るために必要なものであります。公

文書が市民共有の知的資源であることを職員及び市民に周知していくことが必要であり、その

ために努力をしていくことが大事です。また、公文書の情報公開については、黒塗りを可能な

限りやめることを求めておきます。 

 公文書館については、高松市は合併で未使用になった町役場を活用しており、千葉市も統廃

合で未使用となった学校等の活用を検討するよう求めておきます。 

 議案第143号・子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正については、令和６年８月か
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ら子どもの医療費の助成対象を中学３年生から高校３年生相当まで拡大するとともに、小学４

年生以上の通院にかかる保護者負担額を500円から300円に引き下げるものです。 

 我が会派や市民からの請願等でかねてより求めてきた18歳までの助成対象引き上げが実現す

ることは歓迎するとともに、県内唯一通院時500円の保護者負担であったものが他自治体並み

に引き下げられることは、保護者負担の軽減につながることから賛意を示すものです。 

 子どもの医療費助成制度は、子供の命と健康を守るために、本来は国が一律の制度をつくり

財政支援を行うべきですが、国の制度がない現在、本市の子供や子育て家庭が安心して医療に

かかれる制度を整備していくことが必要です。18歳までの医療費の無料化を進めていくよう求

めておきます。 

 議案第145号・千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する条例の一部改正についてです。 

 国において、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正により、空き家等のうち、適

切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなる

おそれがある状態として市が認めるものを管理不全空家等と規定し、市が指導、勧告できるこ

とになります。 

 国からガイドラインが13日に示され、今後、具体的に市の基準を設けて、空き家の調査等が

行われます。空き家対策には、所有者自身に空き家を放置すれば、周辺への悪影響があること

を認識してもらうとともに、地域、行政、不動産に関わる関係者、関係機関の連携が欠かせま

せん。 

 特に千葉市においては、区役所だけでなく、都市局が連携して予算も人員も確保しなければ

なりません。空き家の有効活用も含めて横断的に取り組むことを求めておきます。 

 議案第139号・千葉市職員の給与に関する条例等の一部改正についてです。 

 これは、千葉市人事委員会の勧告に基づき一般職の職員の給料及び期末・勤勉手当等を引き

上げるとともに、一般職の職員の改正を踏まえ、特別職の職員の期末手当を引き上げるもので

す。また、会計年度任用職員についても給与改定を行うとともに、新たに勤勉手当が支給され

期末・勤勉手当の年間支給月数が2.50月から4.50月に改定されるものです。 

 行政職の職員の平均引き上げ額は、年間約９万9,000円です。期末手当を引き上げたのは26

年ぶりとなります。若手の職員の方からは、就職してから給料が上がるどころか、下がってば

かりと聞いていた中で、ようやく増額となるのは歓迎するものです。職員の方は、市民の福祉

増進に尽力され、その仕事に見合うだけの給与改定は必要です。 

 今回、一般職と合わせて、特別職の期末手当の引き上げについても提案されていますが、今、

物価高騰で賃金はまともに上がらず、年金は下がる一方であり、市民感情からしても、特別職

の期末手当の引き上げは、市民理解は得られないと思います。今回は、この特別職の期末手当

の引き上げが入っていることから、議案には反対するものです。 

 議案第142号・千葉アイススケート場設置管理条例の一部改正についてです。 

 新港清掃工場のリニューアル工事が令和８年度からの５年間予定されています。その間、ア

イススケート場及び温浴施設への電気、蒸気の供給が停止するため、これらの施設を稼働させ

るためには自立稼働をする必要があるが、電気代やガス代が多額となることが見込まれるため、

開業以来、運営収支の均衡が図られていない温浴施設を千葉市アイススケート場設置管理条例

の規定から削除し、廃止するものでございます。 

 そもそも、アイススケート場も温浴施設も、新港清掃工場を設置する地域において、清掃工
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場の余熱利用施設として地域住民に利用していただくために設置した施設です。自立稼働には

多額のコストがかかるため、清掃工場のリニューアル工事中の休止はやむを得ないとしても、

設置管理条例から削除し、廃止することには納得できません。 

 温浴施設も、今後２年間は稼働を続けます。地域住民や利用者の声を聞き、本来設置された

目的に鑑み、新港清掃工場のリニューアル後の余熱利用について、コスト優先でなく、きちん

と位置づけるべきであると考えることから、本議案には反対いたします。 

 議案第156号・千葉市証明等手数料条例の一部改正についてです。 

 今回の証明等手数料条例の一部改正の議案は、戸籍証明書の広域交付と戸籍電子証明書提供

用識別符号等通知書の交付を行うことによる手数料の規定の追加と整備を行うものです。 

 行政の事務の効率化のみならず、戸籍証明等を本籍地以外の市町村でも取得できるなど、市

民の利便性の向上を図ることを目的とするとしていますが、そもそも、この条例改正の根拠と

なった戸籍法の一部を改正する法律についての概要を示した法務省民事局の資料には、法律の

成立までの経緯に、戸籍などの公共性の高い分野を中心にマイナンバーの利用範囲拡大の方向

性を明らかにするなどの記載があります。マイナンバー制度は、徴税強化と社会保障給付抑制

を目的に、国が国民の情報を厳格に掌握することを狙った仕組みです。 

 法務省は、今回の法改正で本籍地以外の行政機関でも戸籍情報にアクセス可能となることか

ら、個人情報の保護の必要性が高まるとしており、当局からも個人情報を適切に保護する必要

があることから、不正利用された場合の罰則措置が設けられ、戸籍の情報はインターネットか

ら切り離され、高度なセキュリティーを維持したネットワークで連携するなど、対策がなされ

ているとの説明もありました。戸籍などの個人情報の取り扱いには細心の注意を要するためで

す。 

 戸籍法の改正でマイナンバー制度への参加を柱にした制度設計を行い、マイナンバーの利用

をさらに広げることは問題と考えるため、本議案には反対といたします。 

 発議第９号・千葉市公共交通利用促進条例の制定についてです。 

 この条例提案は、県都である千葉市においても、バス事業者による経営判断からバス路線の

廃止や減便が実施されています。運転手確保が困難な状況からバス路線を一時休止するバス事

業者もあり、それが市民生活にも深刻な状況がある中で、実効性あるバス事業者支援やより多

くの市民にバス等に乗車してもらう取組が求められています。 

 市民には移動する権利があり、それを守るために、千葉市も市議会も取り組まなければなり

ません。自民党と立憲民主・無所属、公明党の委員から、発議の趣旨は理解できるものの、本

市において公共交通施策の創設や拡充が図られ、その動向を注視する必要があるとか、市民、

事業者など関係者と協議をし、条例の必要性の議論が必要であり、制定については現在のとこ

ろ難しい。賛成しかねるなどとして、発議に反対しました。 

 移動する権利を奪われる市民の状況を鑑みれば、本市においてバス事業者への支援は余りに

も脆弱過ぎます。地域を衰退させてはなりません。14の政令市で実施している敬老乗車券の事

業や外出支援事業を本市でも実施して、市民の利用促進策を充実すべきです。 

 請願第８号・国民健康保険料の引き下げを求める請願についてです。 

 物価高騰が続く中、労働者の実質賃金低下、年金額の引き下げ、インボイス制度による消費

税増税策で、市民生活の実態は厳しく深刻化しています。こうした中で、国民健康保険料は大

変重い負担であり、払える保険料に引き下げてほしいという市民の願いは切実さを増している
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ことから、国民健康保険特別会計に一般会計より繰り入れを行い、加入世帯の負担軽減のため

に、国民健康保険料の引き下げを求めるものです。 

 長引くコロナ禍や物価高の影響で、自営業者の多くが厳しい生活状況に置かれています。そ

うした中、滞納者の世帯数は、令和４年度は２万2,759世帯。差し押さえ件数は令和２年度

1,541件だったものが、令和４年度4,428件と３倍近くになっており、差し押さえ金額も、令和

２年度４億4,900万円が令和４年度９億8,700万円と倍増しております。 

 そもそも、平成25年の平均保険料で言えば７万9,000円ぐらいだったものが、令和２年９万

2,000円、令和５年度では約11万円と上昇し続けております。 

 政令市中７市、県内市37市中11市が法定外繰り入れを行っています。川崎市では、市の財政

で年間約１万円の引き下げを実現しています。千葉市でも、一般会計繰入額を増やすことで保

険料負担の軽減は可能です。本市で国民健康保険料の世帯5,000円を減額する場合の財源は、

約６億円となりますが、本市の国民健康保険財政調整基金には、24億円も積立てがあります。 

 他の会派からは、保険料収入での運営が基本、減免制度があるなどの理由から、引き下げに

ついて反対されたことは、大変遺憾です。 

 当局には、コロナ禍、物価高で苦しむ国民健康保険加入者の医療受診権を守るためにも、保

険料の引き下げを行うことを強く求めておきます。 

 以上で、会派を代表しての討論を終わります。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 46番・石橋毅議員。 

〔46番・石橋 毅君 登壇、拍手〕 

○46番（石橋 毅君） 自由民主党千葉市議会議員団の石橋でございます。会派を代表いたし

まして、本議会に提案されました議案第133号、第136号、第142号及び第154号について、賛成

の立場から討論をいたします。 

 初めに、議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）についてであります。 

 まず、学校施設の環境整備については、国庫補助金の交付決定等に伴う学校施設の老朽化対

策やエアコンの整備に係るもので、本年度内の早期発注や施工時期の平準化が可能となり、事

業の円滑な執行に資するものであります。特にトイレ改修については、本予算の執行により、

全市立学校のトイレの洋式化、ドライ化の改修工事がいよいよ完了いたします。児童生徒の教

育環境の改善のため、当初の予算を前倒しし、迅速かつ計画的に取り組んでいただいた当局の

姿勢を評価するとともに、完了時期が遅れることのないよう、引き続き気を引き締めて取り組

んでいただくことを要望いたします。 

 次に、千葉公園再整備道路冠水対策についてでございます。 

 令和５年９月８日の台風13号により冠水した箇所において、被害の軽減等を図るため、冠水

対策に係る費用を補正し、繰越明許費を設定するものであり、千葉公園における安全・安心の

確保並びに快適な利用に向け、必要なことと理解しております。 

 近年は、全国的に局地的な大雨や短時間の強雨の発生頻度が増加しており、関係部局が密に

連携し、冠水被害の防止に努めることを要望いたします。 

 次に、議案第136号・令和５年度千葉市病院事業会計補正予算（第２号）についてでありま

す。 

 新病院整備について、今回の総工事費を266億円から313億円に増額補正するものであります

が、これは、令和５年度当初予算額約238億円と比べて約75億円、約31％の増額となるもので
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あります。また、施工予定者との調整に時間を要したことにより、開院時期についても、令和

８年春頃の開院から４か月程度遅くなり、令和８年秋頃の予定とのことであります。 

 工事費の増額についてはやむを得ないものと理解をいたしますが、新病院の開院時期につい

ては、これ以上遅れることのないよう、今後も施工予定者と十分連携の上、整備を進めていた

だき、市民に安全・安心な質の高い医療を持続的に提供できるようお願いをいたします。 

 次に、議案第142号・千葉アイススケート場設置管理条例の一部改正についてであります。 

 千葉アイススケート場は、隣接する新港清掃工場の余熱を利用して運営しているところ、新

港清掃工場のリニューアル工事が令和８年度から予定されており、工事期間はアイススケート

場等への熱供給が休止することを受け、温浴施設を令和７年度末に廃止することとし、条例の

改正を行うものであります。 

 本議案については、アクアリンクちばの平成17年度の開業以降、市内に民間の温浴施設が開

業されている状況や施設継続に係る費用等を総合的に踏まえ賛成するものであります。今後、

千葉アイススケート場の市民利用がより一層図られるよう、様々な工夫を期待しております。 

 最後に、議案第154号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号）についてであります。 

 価格高騰重点支援給付金の追加給付については、依然として電気、ガス、食料品等の価格高

騰が続く中で、その影響に苦しむ市民の生活を守るためにも早期に支給することが重要であり

ます。 

 当局におかれましては、関係機関と連携し、給付事務の迅速化を図ることにより、対象とな

る住民税非課税世帯にプッシュ型で速やかに給付金を支給するなど、給付に向けた準備を進め

ていただいていることは評価をいたします。あわせて、申請が必要となる世帯にもできるだけ

給付できるよう、分かりやすく丁寧な周知を求めます。 

 以上で、自由民主党千葉市議会議員団を代表いたしましての討論を終わります。皆様方の賛

同をよろしくお願いいたします。（拍手） 

○議長（石川 弘君） ６番・岡崎純子議員。 

〔６番・岡崎純子君 登壇、拍手〕 

○６番（岡崎純子君） 立憲民主・無所属千葉市議会議員団の岡崎純子です。 

 会派を代表いたしまして、本定例会に提出されました市長提出の全ての議案に賛成の立場か

ら、発議第９号には反対の立場から討論を行います。 

 初めに、議案第136号・千葉市病院事業会計補正予算（第２号）についてです。 

 新病院整備については、令和５年第２回定例会において、当初予算238億円から266億円に増

額補正されましたが、その後の社会経済情勢の急激な変化などの影響により、再度、今議会に

おいて266億円から313億円へと約47億円の予算の増額を行うものです。 

 これは、昨今の大阪万博の会場建設費が1.9倍と大幅に増額となったニュースにも見られる

ように全国的な傾向であることを鑑みるとやむを得ないものと理解しております。これ以上の

工事費の上昇がないよう、着工後においてもコスト削減に努めていただきますようお願いいた

します。 

 次に、議案第139号・千葉市職員の給与に関する条例等の一部改正についてです。 

 一般職及び会計年度任用職員の給料及び期末・勤勉手当を引き上げるとともに、会計年度任

用職員に対して新たに勤勉手当を支給するもので、千葉市人事委員会の勧告内容を踏まえ、対

応しているとのことであります。また、特別職の期末手当については、これまで一般職の職員
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の期末・勤勉手当の支給月数に合わせて改定を行ってきており、今回も同様であることから、

本議案に賛同いたします。引き続き、社会一般の情勢に適応した適正な給与水準の確保に努め

ていただくよう、お願いいたします。 

 次に、議案第142号・千葉アイススケート場設置管理条例の一部改正についてであります。 

 新港清掃工場のリニューアル工事に伴い、余熱利用施設として整備されたアクアリンクちば

への電力などのエネルギー供給が約２年後の令和８年度から５年間休止する予定とのことであ

り、エネルギー供給がとまる間、自立して稼働するための設備を設け、スケートリンク場の営

業継続を図ることは、本市のスポーツ施設の多様性を維持する上で重要な判断であると認識し

ており、高く評価するところであります。 

 スケートリンクに附帯して設置された温浴施設については、自立稼働に要する設備費用や電

気、ガス料金の負担、近隣の民間温浴施設の立地状況などを勘案し、廃止することとしました

が、現在利用されている方々への周知に万全を期していただくようお願いするものであります。 

 次に、議案第143号・子どもの医療費の助成に関する条例の一部改正についてであります。 

 子ども医療費助成制度は、今回の改正により、第３回定例会で市長が表明された助成対象を

高校３年生相当年齢まで拡大することのみならず、子育て家庭の一層の負担軽減を図るべく、

小学４年生以上の通院にかかる保護者負担額を500円から300円に引き下げることも同時に実施

されるなど、拡充を求めてきた我が会派としては、どちらも非常に高く評価しております。 

 本市の場合は、所得制限を設けておらず、また、本年８月から実施している本市独自の第３

子以降無料化などと合わせると、本市の制度は県内でもかなり高い水準となりますので、来年

８月の制度改正に向け、改正内容の周知をしっかり行い、着実に準備を進めていただくようお

願いいたします。 

 最後に、発議第９号・千葉市公共交通利用促進条例の制定についてです。 

 本発議は、市民・公共交通事業者などの責務や公共交通不便地域への対応などを定めようと

するものですが、これらは、既に当局が市民、事業者などの多くの関係者と議論、調整した上

で、令和３年度に策定された千葉市地域公共交通計画において位置づけられ、グリーンスロー

モビリティやデマンド型交通導入の社会実験など、各種施策も進められているところです。 

 また、条例案には、当該計画に位置づけられている内容の一部が盛り込まれていないなど、

これまでの当局の取組が十分には反映されていないほか、公共交通事業者への説明やヒアリン

グなどが実施されていないなど、過程において若干の不足が見受けられることから、このたび

は賛同いたしかねるものといたします。 

 以上を申し上げまして、立憲民主・無所属千葉市議会議員団を代表いたしましての討論を終

わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） ９番・山崎真彦議員。 

〔９番・山崎真彦君 登壇、拍手〕 

○９番（山崎真彦君） 日本維新の会・無所属の会の山崎真彦です。 

 会派を代表いたしまして、議案第131号から第138号についてと議案第140号から第156号につ

いては賛成の立場から、議案第139号と発議第９号及び請願第８号については反対の立場から

討論を行います。 

 まず、初めに議案第131号から第138号及び議案第140号から第156号については、当会派とし

ては賛成をいたしますが、課題も多いため意見、要望を述べさせていただきます。 
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 まず、議案第131号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第５号）に係る専決処分の令和

５年台風13号被害に伴う農業施設等復旧事業については、緊急性の高い専決処分のため賛成の

立場ですが、農地に関しては地元負担が50％、揚水機に関しては国費の県経由で65％負担、地

元の方々にも10.5％負担をしてもらっているにも関わらず、農道・農業用排水路に関しては、

農道45か所、農業用排水路25か所全てが千葉市負担で、一般会計の市債で総額１億1,900万円

を負担しており、さらに今回の復旧事業の補正予算総額１億4,000万円のうち１億2,950万円が

千葉市負担ということを考えると、今後も大型の台風被害が数年に１度想定され、その都度１

億円以上の臨時財源、それも市債の発行が必要な状況は看過できませんので、今後は、農道・

農業用排水路に関しても、国や県などへ50％以上の負担を求めていただくことを要望とします。 

 同じく議案第131号の千葉市芸術祭開催負担金について、令和３年度の開催実績を踏まえ、

市民の本市に対する誇りの醸成と市のイメージ向上に大きく貢献できるものという考えで継続

開催していくということなので、始まったばかりという事業ということもあり、賛成の立場で

はありますが、次の開催時期が2025年ということもあるので、2026年に行われる千葉開府900

年記念事業の前夜祭のような位置づけで、千葉開府900年の機運醸成も図りつつ、その効果測

定としてウェブアンケート等を活用して、芸術祭の実施効果や経済波及効果等も含めた今後の

改善点などの見直しを行い、よりよいイベントに育て上げていただくことを要望とします。 

 同じく議案第131号の千葉市民花火大会開催負担金については、直近の実績によるとチケッ

ト代収入が約１億2,000万円、協賛企業から約6,700万円で、千葉市の負担金が約6,300万円と

なっており、データがわかっている令和元年度の経済波及効果が約４億円ということなので、

一定の費用対効果を出しているため、賛成の立場です。 

 しかしながら、千葉市民花火大会のプロモーションは、戦略的広報広聴活動に該当するため、

千葉市広報広聴指針や千葉市広聴広報マニュアルに従い、プロモーション活動や地道な営業活

動を行うことで、チケット代収入や協賛企業からの収入を増加させ、毎年少しずつでも千葉市

の負担金を減らしていき、最終的には限りなく負担金をゼロに近づけていただくとともに、市

内の経済波及効果を高められるように、日程などを含めた競合となる自治体の実施状況を分析

した上で、戦略的に花火大会を定期開催していただくことを要望とします。 

 また、このような費用対効果を高める戦略的広報広聴活動を全庁的に行うことで、毎年数億

円規模の財源を捻出できるようになると思いますので、行財政改革の新しい考え方として全庁

的な取組をしていただくことをあわせて要望します。 

 続きまして、議案第133号・令和５年度千葉市一般会計補正予算（第６号）に係る子ども医

療費助成事業費について、我が会派の要望により、助成対象を中学３年生までから高校３年生

相当年齢まで拡大することには、大いに評価し、賛成の立場ですが、福祉システム改修費に関

して1,130万円の予算金額が適切なのか、今後検討いただきたいと考えております。 

 福祉システムに限らず、全庁的に様々なシステムを運用しているかと思いますが、事業者の

見積もりを真に受けず、他自治体や民間企業も含めた相場を認識し、適切なシステム運用費の

選定に努めていただくことを要望とします。 

 同じく議案第133号の千葉公園再整備道路冠水対策については、地形を考えれば冠水が想定

できたのではないかと考える一方で、迅速な対応をされたと思いますので賛成の立場ですが、

公園内の一体整備が必要なため、今後は工事期間、工事方法、入札内容についても、局をまた

いで横断的に冠水対策や安全対策、そして園内の回遊性向上に向けた取組をしていただくこと
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を要望とします。 

 議案第136号の令和５年度千葉市病院事業会計補正予算についてですが、まず新病院整備に

ついて、社会経済情勢の変化等の影響で工事費が増大し続け、工事着手の遅れも発生し厳しい

状況ではありますが、入札等でＥＣＩ方式を採用し、材料の見直しや価格交渉を行うことで、

ほかの自治体と比べても病院工事費の上昇金額幅が20％ほども低い水準でコスト増大抑制に努

めていることは高く評価し、賛成の立場です。 

 しかしながら、市民の方々の期待や海浜病院の老朽化を考えると、一日も早い開院が求めら

れますので、引き続き、コスト増大抑制と早期開院に取り組んでいただくことを要望とします。 

 議案第137号の千葉市下水道事業会計補正予算についても、適切な対応をされたと思います

ので賛成の立場ですが、近年、想定を超える雨量の被害が多発していることから、今後浸水等

の被害が生じる前に十分な雨水貯留施設等の機能強化に取り組んでいただくことを要望としま

す。 

 議案第138号の千葉市公文書等管理条例の制定については、政令指定都市で８番目の導入と

いうことで一定の評価をしており、賛成の立場ですが、特定重要公文書等においては、原則永

久保存ということもありますので、条例に基づき公文書を電子データとして保存する際には、

情報の流出やデータの消失といった事態が起こらないよう、日本産と外国産のクラウドのどち

らを活用するかなどのクラウドの選定や保存先を複数に分散するなど、今後データの保存先を

危機管理を十分に意識しながら慎重に検討していただくことを要望とします。 

 また、技術革新が進んでいることで、データの圧縮方法が多様化している状況を鑑み、今後

は特定重要公文書等に該当しない公文書であっても、電子データを可能な限り少ない容量で保

存し、公文書閲覧が必要なときには、迅速に公文書を閲覧できる仕組みを早期に構築していた

だくことを要望とします。 

 議案第140号の千葉市公衆浴場法施行条例の一部改正については、現在流行している野外サ

ウナが設置しやすくなることが考えられ、市内経済活性化や市民の余暇の充実につながること

が期待できるため、賛成の立場であり、流行発信地の東京都や全国自治体の先行事例等を参考

に、さらなる規制緩和で自然豊かなチバノサトなどで野外サウナ等を楽しめるような制度設計

を検討していただくことを要望とします。 

 議案第142号の千葉アイススケート場設置管理条例の一部改正については、清掃工場のリニ

ューアルに伴う費用の増加や近隣の類似施設によるニーズの充足に伴う温浴施設の廃止は、合

理性もあると考えられるため賛成の立場ですが、清掃工場のリニューアル後には、工場から供

給される熱エネルギー等を利用した関連施設の整備や脱炭素への取組など、新たな活用方法や

取組を検討いただくことを要望とします。 

 議案第145号の千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する条例の一部改正については、国

の法令である空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴う規定の整備等であるため、

賛成の立場ではありますが、空き家の課題解決に当たって指導、勧告はもとより、市民理解と

協力を得るための十分な周知啓発に努めていただくことを要望とします。 

 また、2022年時点で特定空家に指定されているのが全国で約２万件である一方で、市町村が

把握している管理が行き届いていないと考えられる空家は、約50万件にものぼると言われてい

るため、特定空家に指定されている割合は該当家屋の約４％ほどと考えられ、残り約96％の特

定空家に指定すべき空き家が放置されている状態です。 
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 この対象範囲を拡大する形で、本議案の管理不全空家を追加されたとしても、管理不全空家

の指定率についても、職員数が限られている中では、特定空家と同様の４％か、それ以下にな

ることは容易に想像できます。 

 つきまして、条例の一部改正を行った意義と目的を果たすためにも、特定空家及び管理不全

空家に指定する担当職員の増員を行うなど、本議案の条例の一部改正が空き家対策として本当

に意味のあるものにしていただくことを要望とします。 

 議案第146号の当せん金付証票については、販売額を前年度と同額の100億円以内とすること

には現状賛成しますが、市内での宝くじの販売額の増加は、本市の収入増加につながることか

ら、今後、インターネット販売や戦略的広報広聴活動にのっとったプロモーションの促進等が

必要だと考えます。 

 本市において、データの分かる平成15年以降の発売額のピークであった平成23年度の売上高

が74億7,100万円で、平成30年から令和４年の本市における売上高の平均が約65億円ですが、

ここ数年は毎年１億から２億円規模で売り上げを伸ばし、令和４年には年間売り上げ69億円ま

で戻してきておりますので、このペースで、令和９年までに平成23年のピーク時74億円を上回

る75億円の売上高、販売額を目標に、今後売り上げ促進に努めていただくことを要望とします。 

 議案第149号の指定管理者の指定に関する千葉ポートアリーナについて、指定管理者総合評

価シートのうち、成果指標１の施設利用者数で、市が目標設定した令和３年度の達成率が

60.2％で、令和４年度が99.2％に大幅増加させた実績のある指定管理者の再指定ということも

あり、賛成の立場ですが、その大きな要因は、本市をホームタウンにして2020年に創設された

プロバスケットボールチームであるアルティーリ千葉の観客増加によるものだと考えます。 

 しかしながら、アルティーリ千葉は、チームのさらなる発展を目指し、大型の新アリーナ構

想があるため、今後アルティーリ千葉の千葉ポートアリーナの利用が減ったときにいかに施設

利用者を維持していくかが課題になります。 

 指定管理者選定評価委員会で、集客の手段がバスケットボール一辺倒にならないよう、ほか

のスポーツでも利用者を増やす取組を進めるべきという意見は、真っ当でごもっともでありま

すが、アリーナの特性上、やはり新興チームではありますが、プロバスケットボールのアルテ

ィーリ千葉の集客で、これだけの利用者の大幅増加が可能となったことを鑑みると、バスケッ

トボールのＢリーグ人気拡大に伴い、Ｂ３などの下部リーグでもよいので、千葉市に第２のホ

ームタウンチームを誘致し、ホームゲームを千葉ポートアリーナで行うなどの、アルティーリ

千葉の新アリーナ移転後を見据えた施設運営をゼロベースで検討していただくことを要望とし

ます。 

 議案第151号の指定管理者の指定に関する千葉市長沼原勤労市民プラザについて、指定管理

者選定評価委員会の審査に基づき指定管理者を決定したため、賛成の立場といたしますが、指

定管理者総合評価シートのうち、成果指標１の利用者数の達成率が、本市の目標ベースで、令

和３年度が59.7％、令和４年度が66.3％で、指定管理者の目標ベースでも令和３年度が59.2％、

令和４年度が65.7％と、コロナ禍の社会情勢を把握した中で設定した目標にも関わらず、達成

率が低く、ましてや成果率が低い事業者を再度指定管理者に指定したことに対しては、厳しい

目を向けざるを得ません。 

 今回の指定管理者選定評価委員会では、施設の利用促進の方策や自主事業の効果的な実施、

企業や地域をつなぎ新たな事業にチャレンジする提案を評価しての選定となったようですが、
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今後同じ事業者を指定管理者に指定する際には、利用者数や稼働率、利用料金などの収益面を

重要業績評価指標、いわゆるＫＰＩに設定して指定管理者を選定していだたくことを要望とし

ます。 

 議案第153号の千葉市新庁舎整備工事に係る工事請負契約に関する議決事件の一部変更につ

いては、物価高騰の現状ではいたし方ない部分もあるため、賛成の立場ですが、平成31年の契

約締結から令和２年、令和４年、そして今回と、３回も金額の増額をして工期も遅れているこ

とから、工事請負業者の論理ではなく、今後も市が主導した工程管理やコスト管理を適切に行

い、契約金額が過剰に増大することのないよう努めていただくことを要望とします。 

 議案第154号の令和５年度千葉市一般会計補正予算（第７号）の商店街街路灯・防犯街灯補

助事業については、エネルギー等の物価高騰による負担の軽減を図るために、電気料金の追加

補助として物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金で2,000万円を計上しており、市の負担

もなく必要経費でもあるため賛成の立場といたします。 

 しかしながら、電気料金が安価で維持費を抑えられるＬＥＤ灯の普及率が本市では90％以上

とはいえ、一部水銀灯や蛍光灯を活用している町内自治体もあるため、交付金を活用している

ものの、維持費等はなるべく低いほうが望ましいため、市内全ての街灯をＬＥＤ灯に置きかえ

て維持費等の補助負担を抑えられるように、商業団体や町内自治体に働きかけることを要望と

します。 

 そして、我が会派としては、議案第139号と発議第９号及び請願第８号については、反対の

立場となります。 

 まず、議案第139号の千葉市職員の給与に関する条例等の一部改正については、人事委員会

の給与に関する報告及び勧告を踏まえて、一般職の職員の給料月額や期末・勤勉手当の引き上

げ、特別職の期末手当の引き上げ、医師や歯科医師の初任給調整手当の引き上げ、獣医師を初

任給調整手当の支給対象に追加、会計年度任用職員の給料月額の引き上げと勤勉手当の支給及

び期末手当の支給月額の改定との趣旨と理解しておりますが、人事委員会の勧告制度は、公務

員の労働基本権が制約されていることに対する代償措置とされています。 

 すなわち、公務員も勤労者であり、勤務の対価として適正な給与を支給する必要があること

から、労使交渉等によって決定される民間企業従業員の給与水準と常勤の公務員の給与水準を

均衡させることが基本にあり、人事委員会は中立・第三者機関的な立場から勧告するというも

のであります。 

 そうであるならば、労使関係にない特別職は、人事委員会勧告に縛られるべきものではなく、

ましてや、特別職は自らの判断で期末手当等の議案化が可能であることから、論理必然的に人

事委員会勧告が特別職の期末手当の増額の根拠とはなり得ないと考えます。 

 では、なぜ今、期末手当を増額する必要があるのでしょうか。物価の上昇は依然として続い

ており、厚生労働省の毎月勤労統計調査によれば、働く人１人当たりの実質賃金は19か月連続

で前年度比マイナスとなっております。また、本定例会の議案でも物価高騰に対応する議案も

多く、市民生活はますます経済的に逼迫していくことが感じられます。 

 そのような状況において、高額である報酬を受け取っている特別職の期末手当をさらに増額

させることは、市民の皆様からの理解を到底得られるものではありません。実質賃金の上昇及

びさらなる行財政改革を推進し、市民生活を改善、向上させていくことが最優先であり、市政

と市民生活向上のため、議会の権能と機能、効率性を高め、市民に対する還元を最大限もたら
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すことが求められています。 

 公務員の労働基本権が制約されている一般職の職員や会計年度任用職員、そして人材確保の

観点からも引き上げを行う医師、歯科医師、獣医師に関しては、給料水準の低い初任給や若年

層に重点を置いた改定ということで、社会情勢を鑑みればいたし方ないと思いますし、給料等

の引き上げ分の財源は、国費である地方交付税全体の2,591億円の中に人件費も入っていると

いう総務委員会での答弁でしたので、妥当性はあると考えますが、市政等への根本的な振り返

り、そして検証のないまま、報酬水準がもともと高い特別職が自らの期末手当を引き上げるこ

とは、市民の信頼を損なう行為であり、我が会派としては反対の立場といたします。 

 そして、発議第９号の千葉市公共交通利用促進条例の制定については、公共交通利用を促進

しようとする趣旨は理解できるものの、本発議の第５条には、事業者は市が実施する施策に協

力する旨や事業活動を行うに当たりできる限り公共交通を利用することといった事業者を過度

に縛るような条文が入っていることから、条例をわざわざ制定して民間活力を阻害する必要は

ないと考えます。 

 現状でも、地域公共交通政策を踏まえた様々な施策が図られているところでありますが、利

用者が減っている、少ないにも関わらず、交通機能の存続を民間事業者へ求めるのはナンセン

スであり、我々は、市議として地域の住民を増やし、営利企業である民間事業者が赤字になる

ことなく存続できる環境を整えることが使命であります。 

 ひいては、現在の地域公共交通政策とあわせて、公共交通機関の運転手確保等のサポート体

制の充実や人口増加政策を推進するべきであり、現状を考えると発議第９号には賛同しがたい

ため、反対の立場といたします。 

 最後に、請願第８号の国民健康保険料の引き下げを求める請願については、国民健康保険料

の引き下げの努力はすべきであると思いますが、請願の求める一般会計より繰り入れを行うこ

とには賛同しかねるため、反対の立場であります。 

 国民健康保険事業特別会計によって運営し、必要に応じて千葉市国民健康保険財政調整基金

からの繰り入れを行う現在の形が健全であると考えます。市は、歳入確保と歳出抑制の取組を

推進し、令和５年度は基金から3.6億円の繰り入れを行い、上昇を抑制する努力をしておりま

すし、低所得者に対しては、国や市による様々な減免制度もございます。 

 本市においては、歳入確保と歳出抑制の取組を続け、国民健康保険料の上昇抑制や引き下げ

がなされることと、国民健康保険制度については、国全体で見直し等を行い、制度維持と国民

負担軽減の両立がなされることを希望し、要望といたします。 

 以上で、会派を代表いたしましての討論を終わらせていただきます。長時間御清聴いただき

まして、ありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 以上で、討論を終わります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案、発議及び請願のうち、議案第131

号から第138号まで、第140号、第141号及び第143号から第155号までの23議案を各委員長報告

どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石川 弘君） 御異議ないものと認め、各委員長報告どおり決しました。 

 続いて、電子採決システムにより採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第142号及び第156号を委員長報告どおり決することに、賛成または
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反対のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタン押下〕 

○議長（石川 弘君） 押し間違いはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石川 弘君） ないものと認め、確定いたします。 

 採決の結果を申し上げます。賛成多数であります。よって、委員長報告どおり決しました。 

 続いて、お諮りいたします。議案第139号を委員長報告どおり決することに、賛成または反

対のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタン押下〕 

○議長（石川 弘君） 押し間違いはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石川 弘君） ないものと認め、確定いたします。 

 採決の結果を申し上げます。賛成多数であります。よって、委員長報告どおり決しました。 

 次に、発議第９号についての委員長報告は、原案否決であります。したがって、原案につい

て採決いたします。 

 お諮りいたします。発議第９号を原案どおり決することに、賛成または反対のボタンを押し

てください。 

〔賛成・反対ボタン押下〕 

○議長（石川 弘君） 押し間違いはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石川 弘君） ないものと認め、確定いたします。 

 採決の結果を申し上げます。賛成少数であります。よって、発議第９号は否決されました。 

 次に、請願について採決いたします。 

 請願第８号についての委員長報告は、不採択であります。したがって、採択送付することに

ついて採決いたします。 

 お諮りいたします。請願第８号を採択送付することに、賛成または反対のボタンを押してく

ださい。 

〔賛成・反対ボタン押下〕 

○議長（石川 弘君） 押し間違いはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石川 弘君） ないものと認め、確定いたします。 

 採決の結果を申し上げます。賛成少数であります。よって、請願第８号は不採択と決しまし

た。 

────────────────────────── 

 日程第３ 議案第157号、第158号審議 

○議長（石川 弘君） 日程第３、議案第157号及び第158号を議題といたします。 

 市長より提出されました議案第157号及び第158号の２議案については、お手元に配付のとお

りでございます。 

 提案理由の説明をお願いいたします。神谷市長。 

〔市長・神谷俊一君 登壇〕 
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○市長（神谷俊一君） 人事案件について、御説明申し上げます。 

 議案第157号は、千葉市人事委員会委員に斎藤千草氏を再び選任するもので、議案第158号は、

人権擁護委員に岩原浩之氏を新たに推薦するものであります。 

 何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（石川 弘君） お聞きのとおりでございます。 

 議事の都合により、暫時休憩いたします。 

午 後 ２ 時 42 分 休 憩 

────────────────────────── 

午 後 ３ 時 30 分 開 議 

○議長（石川 弘君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第157号及び第158号の２議案につい

ては、委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石川 弘君） 御異議ないものと認め、さよう取り計らいます。 

 お諮りいたします。議案第157号及び第158号の２議案について、同意することに御異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石川 弘君） 御異議ないものと認め、同意することに決しました。 

────────────────────────── 

 日程第４ 発議第10号審議 

○議長（石川 弘君） 日程第４、発議第10号を議題といたします。中島賢治議員外34名より

提出されました発議第10号については、お手元に配付のとおりでございます。 

 提案理由の説明をお願いいたします。42番・中島賢治議員。 

〔42番・中島賢治君 登壇、拍手〕 

○42番（中島賢治君） ただいま上程されました発議第10号・千葉市議会の議員の議員報酬、

費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 このたびの千葉市人事委員会の勧告に基づく千葉市職員の給与に関する条例等の一部改正の

内容に準じ、市長等特別職の期末手当の引き上げと同様の引き上げを行うため、条例の一部改

正を行うものであります。 

 以上、発議第10号の提案理由の説明とさせていただきます。御賛同のほど、よろしくお願い

申し上げます。（拍手） 

○議長（石川 弘君） お聞きのとおりでございます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第10号については、委員会付託を省

略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石川 弘君） 御異議ないものと認め、さよう取り計らいます。 

 討論の通告が参っておりますので、お願いいたします。22番・守屋聡議員。 

〔22番・守屋 聡君 登壇、拍手〕 

○22番（守屋 聡君） 日本維新の会・無所属の会の守屋でございます。反対の立場から討論

をさせていただきます。 
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 議員発議第10号の千葉市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例の件について、反対の立場から意見を述べさせていただきます。 

 今回提出されました発議では、人事委員会の給与に関する報告及び勧告を勘案した千葉市職

員の期末手当の改定に鑑み、本市市議会議員の期末手当を増額するとの趣旨と理解をしており

ます。 

 まず、人事委員会の勧告制度は、公務員の労働基本権が制約されていることに対する代償措

置とされております。すなわち、公務員も勤労者であり、勤務の対価として適正な給与を支給

する必要があることから、労使交渉等によって決定される民間企業従業員の給与水準と常勤の

公務員の給与水準を均衡させることが基本にあり、人事委員会は中立・第三者機関的な立場か

ら勧告するというものであります。 

 とすれば、労使関係にない議員は、人事委員会勧告に縛られるべきものではなく、ましてや、

地方議会議員は、自ら条例によって期末手当等の改定が可能であることから、人事委員会勧告

が期末手当の増額の根拠とはなり得ないのであります。 

 では、なぜ今、期末手当を増額する必要があるのでしょうか。物価上昇は依然として続いて

おり、厚生労働省の毎月勤労統計調査によれば、働く人１人当たりの実質賃金は19か月連続で

前年比マイナスとなっています。そのような状況において、全国政令市でも高額である議員報

酬受け取っている千葉市議会議員の期末手当をさらに増額させることは、市民からの理解を到

底得られるものではありません。実質賃金の上昇及びさらなる行財政改革を推進し、市民生活

を改善、向上させていくことが最優先であります。 

 先般、国会においても、議員の期末手当の増額に関する議論が巻き起こっておりました。こ

れについては、公明党の石井啓一幹事長は、本年10月13日の定例記者会見において、国民の実

質賃金がプラスになる状況になるまで控えるべきであると公明党としては考えると述べられて

おりました。石井幹事長の御見解は、まさに大衆に寄り添ったものであり、全くもってそのと

おりであります。 

 また、立憲民主党の岡田克也幹事長も、先月７日の定例記者会見において、歳費の増額分に

関して、物価が上がる厳しい状況に置かれている人が多く、今の経済や国民生活の状況を見た

ときに、我々がそれを受け取るということでよいのかと述べられておりました。この発言にも

賛同ができます。ぜひとも両党各会派の議員の皆様には、党執行部の方々の思いを真摯に受け

とめていただきたいと切に願います。 

 市民のための公平、公正、正義を実現するため、さらなる専門性と監視分析能力を磨き高め

ていくこと、そうした本来の議会の在り方、職責、責任に対し、私たちは十分な役割を果たし

てきているでしょうか。今、最優先すべきは、市政と市民生活向上のため、議会の機能と効率

性を高め、市民に対する還元を最大限にもたらすことではないでしょうか。 

 そうした根本的な振り返りと検証のないまま、議員が自ら期末手当を引き上げるということ

は、市民の議会に対する信頼を損なう行為であると考えます。 

 以上で、私の討論といたします。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 49番・中村公江議員。 

〔49番・中村公江君 登壇、拍手〕 

○49番（中村公江君） 日本共産党千葉市議会議員団の中村公江です。会派を代表して、発議

第10号・千葉市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する
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条例について、反対する討論を行います。 

 この議案は、今回の議会で人事委員会勧告に基づいて給料及び期末手当・勤勉手当を引き上

げる条例が出されたことから、議員の期末手当について4.40月から4.50月へと0.10月引き上げ

をしようというもので、議員１人当たり９万2,400円、議長11万1,600円、副議長10万800円を

引き上げようとするものです。 

 今、物価高騰で、市民は大変な思いをしながら暮らしています。親の介護や連れ合いの方の

入院などで費用がかかり１日１食で暮らさざるを得ない。70年自営で床屋をしているけれど、

これだけ厳しいことはないとの声。食料品の値上がりでスーパーでの買い物も品数を減らし、

これ以上は節約できないと悲鳴の声をたくさん聞いてきました。値上げをやめて、市民のくら

しを応援するために使うべきではないですか。 

 国政も、自民党がパーティーを行う中で、政治資金収支報告が記載されないことが大問題に

なっています。自民党主要５派閥の裏金疑惑で、官房長官の辞任を含め、閣僚を交代する事態

になっています。今、政治と金をめぐる問題がこれほど大きな争点となっているもとで、地方

政治の千葉市議会において、議員の期末手当を引き上げようと、なぜ提案できるのでしょうか。

市民感情から考えても到底理解できません。 

 よって、今回の条例で期末手当の改定をするべきではないと申し上げ、反対の討論といたし

ます。（拍手） 

○議長（石川 弘君） 以上で、討論を終わります。 

 電子採決システムにより、採決いたします。 

 お諮りいたします。発議第10号を原案どおり決することに、賛成または反対のボタンを押し

てください。 

〔賛成・反対ボタン押下〕 

○議長（石川 弘君） 押し間違いはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石川 弘君） ないものと認め、確定いたします。 

 採決の結果を申し上げます。賛成多数であります。よって、発議第10号は原案どおり可決さ

れました。 

────────────────────────── 

 日程第５ 発議第11号、第12号審議 

○議長（石川 弘君） 日程第５、発議第11号及び第12号を議題といたします。 

 桜井秀夫議員外７名より提出されました発議第11号及び第12号については、お手元に配付の

とおりでございます。 

 提案理由の説明をお願いいたします。12番・桜井秀夫議員。 

〔12番・桜井秀夫君 登壇、拍手〕 

○12番（桜井秀夫君） ただいま上程されました、発議第11号及び第12号につきまして、提案

理由の説明を申し上げます。 

 まず、発議第11号・下水サーベイランス事業の実施を求める意見書について申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の５類移行後、正確な感染状況が見えづらくなっている現在、今

後起こり得る感染のピークや傾向を把握するためにも、また、新たな感染症に対応するために

も、下水サーベイランスを全国の地方公共団体の下水処理場で実施すべきであります。 
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 下水サーベイランスを活用すれば、その地域の見えない感染を見える化でき、感染の初期段

階から、医療機関の検査報告よりも早く感染の兆候が分かる可能性があり、その後の感染の規

模や増減の傾向も把握できます。今回の新型コロナウイルス感染症の重要な教訓の１つと考え

ます。 

 よって、本市議会は国に対し、早急に次の事項を講ずるよう強く要望するものであります。 

 １つに、令和５年９月１日に発足した内閣感染症危機管理統括庁が司令塔となって、厚生労

働省、国土交通省、各地方公共団体が連携して、下水サーベイランス事業を全国展開すること。 

 ２つに、各地域の下水サーベイランスにおける分析主体や公表主体等に関するルールづくり

を国が主導して行うこと。 

 次に、発議第12号・生物多様性の保全・ネイチャーポジティブの実現に向けた対策の強化を

求める意見書について申し上げます。 

 近年、人類史上これまでにない速度で生物多様性が失われておりますが、生物多様性の損失

はイメージがしづらく、その危機意識が広く共有されているとは言えません。このような状況

を受けて、1993年に生物多様性条約が発効し、昨年12月には、同条約の第15回目の締約国会議

ＣＯＰ15が開催され、2030年までに生物多様性の損失をとめ、反転させ、回復軌道に乗せるネ

イチャーポジティブの実現をミッションとした新たな世界目標、昆明・モントリオール生物多

様性枠組が採択されました。 

 我が国でも、この新目標に対応した生物多様性国家戦略を策定し、全省庁が協力して国際社

会をリードするネイチャーポジティブの実現に向けた取組を進めようとしておりますが、その

主体は地域であり、地方自治体であります。 

 よって、本市議会は国に対し、ネイチャーポジティブの実現に向け、地方自治体や地域のＮ

ＧＯ等への支援強化を図るため、次の事項を強く要望するものであります。 

 １つに、生物多様性の保全に関わる予算の確保をすること。 

 ２つに、30by30目標の達成へ地方自治体への支援の強化をすること。 

 ３つに、環境教育の推進と国民の行動変容の促進をすること。 

 ４つに、循環経済、サーキュラーエコノミー政策との相乗効果の創出をすること。 

 以上、発議第11号及び第12号の提案理由の説明とさせていただきます。御賛同、よろしくお

願いいたします。（拍手） 

○議長（石川 弘君） お聞きのとおりでございます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております発議第11号及び第12号については、委員

会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石川 弘君） 御異議ないものと認め、さよう取り計らいます。 

 電子採決システムにより、採決いたします。 

 お諮りいたします。発議第11号及び第12号について原案どおり決することに、賛成または反

対のボタンを押してください。 

〔賛成・反対ボタン押下〕 

○議長（石川 弘君） 押し間違いはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石川 弘君） ないものと認め、確定いたします。 
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 採決の結果を申し上げます。賛成多数であります。よって、発議第11号及び第12号は原案ど

おり可決されました。 

 なお、可決されました発議の提出先等については、議長に御一任願います。 

 以上で、本定例会の全日程は終了いたしました。 

 なお、市長より発言したい旨の申し出が参っておりますので、お聞き取り願います。神谷市

長。 

〔市長・神谷俊一君 登壇〕 

○市長（神谷俊一君） 議長のお許しをいただきましたので、令和５年第４回千葉市議会定例

会の全日程を終了するに当たりまして、御挨拶を申し上げます。 

 議員各位には、去る11月29日に開会して以来、本日までの20日間にわたりまして、多くの重

要案件について慎重なる御審議の上、議決いただきましたこと、厚くお礼を申し上げます。 

 今年は、５月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類に移行したことを

受けまして、千葉市におきましても、多くの地域で夏祭りが再開されるとともに、４年ぶりに

千葉の親子三代夏祭りが開催されるなど、行事や催しがコロナ禍前の状態に戻りつつあり、長

らく停滞しておりました社会経済活動が回復に向かう年となりました。 

 本市といたしましても、コロナ禍により希薄化した地域のつながりを取り戻し、活力を維持

するため、区役所の地域担当職員を全ての地域に配置するなど、地域の皆様の活動を最大限支

援をしてまいりました。 

 また、新しい基本計画と第１次実施計画がスタートし、今後10年間のまちづくりの土台づく

りに着手するなど、本市の未来にとって重要な年でもございました。様々な事情により、十分

な教育を受けることができなかった方の学び直しを支援する公立夜間中学、千葉市立真砂中学

校かがやき分校を開校するとともに、福祉に関する様々な困り事を年齢や障害の有無に関わら

ず、一旦丸ごと受けとめて、支援やそのための調整を行う、福祉まるごとサポートセンターの

設置や、学校内において教室に入ることができない児童生徒の学習や相談への支援を行う、ス

テップルームティーチャーの新しい配置などにより、いざというときに頼りになる子育てや教

育、高齢者・障害者福祉等のセーフティーネット構築に向けた取組を進めることができたと考

えております。 

 また、新たな市民スポーツの活動拠点となる千葉公園総合体育館、ＹｏｈａＳアリーナ～本

能に、感動を。～や総合防災拠点機能を備える市役所新庁舎がオープンするなど、未来を見据

え、次世代につながる施設が完成をし、歩みを始めました。この間、議員各位には一方ならぬ

御協力と御理解を賜りましたこと、改めまして心から感謝申し上げます。 

 迎えます令和６年は、２年後に控える千葉開府900年に向けまして機運を醸成すべく、官民

を挙げた推進体制のもと、着実に準備を進めてまいります。 

 千葉公園にさらなるにぎわいや交流を生み出す賑わいエリアが新たにオープンをします。千

葉都心の緑を感じられる憩いの空間をつくるため、パークＰＦＩ制度を活用した芝生化やサー

ビス施設の再整備を進め、千葉駅周辺の活性化を図ってまいります。 

 また、年度内に新たな産業用地となるネクストコア千葉生実の造成工事に着手もいたします。

雇用をつくり出し、競争力のある産業集積の形成に向けて、引き続き企業立地活動を積極的に

行ってまいります。 

 さらに、今議会で議決いただきました、18歳までの子ども医療費助成の拡大、幼児教育・保
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育のバージョンアップ宣言に基づく取組、公立保育所での３歳以上児への主食の提供など、さ

らに子育てしやすい環境を整えるとともに、高齢・障害福祉の充実を図るほか、脱炭素社会の

実現に向けた官民連携による各種施策の推進など、千葉市が将来に向けて持続的に発展してい

けるよう、市政運営に全力で取り組んでまいりますので、議員の皆様には、今後とも一層の御

支援、御協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 このほか、喫緊の課題であります物価高騰への対応として、家計への影響が大きい住民税非

課税世帯を支援するための１世帯当たり７万円の重点支援給付金の追加支給につきましては、

来年１月下旬から支給開始できるよう準備を進めてまいります。 

 ここに、本年最後の市議会定例会が閉会されるに当たりまして、市政の発展に多大な御尽力

を賜りました議員各位に改めて敬意と感謝の意を表しますとともに、新年を御健勝にてお迎え

になられますよう心からお祈りを申し上げまして、私のお礼の御挨拶といたします。ありがと

うございました。（拍手） 

○議長（石川 弘君） これをもって、令和５年第４回千葉市議会定例会を閉会いたします。 

 長期間、慎重な御審議をありがとうございました。 

午 後 ３ 時 52 分 閉 会 

────────────────────────── 
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